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6／16(日)9：00〜16：00、区役所本庁舎で窓口業務を行います。取り扱い業務の詳細については、各担当窓口にご確認ください

児童手当所得限度額表

本人限度額
扶養親族
等の数

※所得限度額以上の場合は支
給月額は児童1人5,000円と
なります。

812万円5人

1人

698万円2人

736万円3人

774万円4人

622万円0人

660万円

児童育成手当所得限度額表

本人限度額
扶養親族
等の数

※所得限度額以上の場合は受
給資格が消滅となります。

550万4千円5人

1人

436万4千円2人

474万4千円3人

512万4千円4人

360万4千円0人

398万4千円

�
月
�
日
に
児
童
手
当
・
児
童
育

成
手
当
を
受
け
て
い
る
方
に
現
況
届

の
用
紙
を
お
送
り
し
ま
し
た
︒
提
出

が
な
い
場
合
︑
手
当
の
受
給
資
格
が

あ
っ
て
も
手
当
を
受
給
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
︑
期
限
ま
で
に
必
ず
ご

提
出
く
だ
さ
い
︒

審
査
の
結
果
︑
引
き
続
き
受
給
資

格
が
継
続
と
な
る
方
に
は

月
以
降

10

に
支
払
通
知
書
を
︑
受
給
資
格
が
消

滅
と
な
る
方
に
は
�
月
以
降
に
支
給

事
由
消
滅
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
︒

﹇
提
出
期
限
﹈
�
月

日
︵
金
︶
必
着

28

﹇
提
出
書
類
﹈児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
︑
児
童
育
成
手
当
現
況
届

︵
記
入
漏
れ
・
必
要
書
類
の
添
付
漏

れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
︶

﹇
提
出
方
法
﹈現
況
届
の
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
︑
〒

︱

区
役
所

135

8383

子
育
て
支
援
課
給
付
係
へ
郵
送
ま
た

は
窓
口
で

☎
(
�
�

�
)

�
�


自
立
が
困
難
な
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
母
の
支
援
と
し
て
︑
就
労
支
援
に

関
す
る
給
付
金
支
給
を
は
じ
め
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

給
付
金
の
支
給

経
済
的
自
立
を
目
指
し
修
業
す
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
を
支
援
す
る

た
め
︑
﹁
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
﹂

と
﹁
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
﹂

の
�
種
類
の
給
付
金
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
︒
給
付
金
を
受
け
る
た
め
に

は
︑
福
祉
事
務
所
に
事
前
に
相
談
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
︒

▢人

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養

20

す
る
父
親
︑
母
親
で
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
お
よ
び
同
様
の
所
得
水
準
の

方○
高
等
技
能
訓
練
促
進
費

安
定
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
︑

就
職
に
有
利
で
収
入
増
に
役
立
つ
資

格
取
得
を
目
指
す
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
母
に
対
し
︑
養
成
機
関
で
の
修
業

期
間
中
の
生
活
費
の
負
担
を
軽
減
す

る
目
的
で
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
︒

※
父
親
は
平
成

年
度
入
学
生
の
み

25

が
対
象
と
な
り
ま
す
︒

▢人
看
護
師
︑
介
護
福
祉
士
︑
保
育

士
︑
理
学
療
法
士
︑
理
・
美
容
師
等

の
資
格
取
得
の
た
め
︑
�
年
以
上
養

成
機
関
で
修
業
し
︑
資
格
取
得
が
見

込
ま
れ
る
方
︒
﹇
支
給
対
象
期
間
﹈申

請
の
あ
っ
た
月
か
ら
修
業
期
間
の
全

期
間
の
う
ち
最
大
�
年
間
を
上
限
︒

﹇
支
給
額
﹈住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
月
額
�
�
�
︑
�
�
�
円
︑
そ
れ

以
外
の
方
は
月
額
�
�
︑
�
�
�
円

﹇
修
了
一
時
金
﹈高
等
技
能
訓
練
促
進

費
の
一
時
金
と
し
て
︑
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
は
�
�
︑
�
�
�
円
︑

そ
れ
以
外
の
方
は
�
�
︑
�
�
�
円

を
支
給
︵
養
成
訓
練
の
修
了
日
か
ら

日
以
内
に
要
申
請
︶

30○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

就
労
に
役
立
て
る
た
め
必
要
な
教

育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
際
︑
負
担

し
た
受
講
料
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
︒

﹇
給
付
金
﹈支
払
っ
た
費
用
の

％
に

20

相
当
す
る
額
︵
上
限

万
円
︶
※

︑

10

�
�
�
円
以
下
は
対
象
外

﹇
対
象
と
な
る
講
座
・
資
格
﹈雇
用
保

険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
指
定
教
育

訓
練
講
座
等
︒
具
体
的
な
講
座
・
資

格
に
つ
い
て
は
︑
教
育
訓
練
給
付
制

度
検
索
シ
ス
テ
ム
︵

▢
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を
ご

覧
く
だ
さ
い
︒

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
に

生
活
全
般
の
相
談
・
支
援

母
子
自
立
支
援
員
が
︑
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
親
が
抱
え
る
︑
経
済
的
な

悩
み
︑
こ
ど
も
の
就
学
問
題
な
ど
︑

生
活
の
相
談
に
応
じ
支
援
し
ま
す
︒

そ
の
他
︑

歳
未
満
の
こ
ど
も
の
養

18

育
が
十
分
に
行
え
な
い
母
子
世
帯
を

対
象
に
自
立
支
援
を
行
う
母
子
生
活

支
援
施
設
へ
の
入
所
相
談
︵
要
審

査
︶
や
︑
Ｄ
Ｖ
︵
配
偶
者
暴
力
︶
か

ら
の
避
難
等
︑
緊
急
に
保
護
を
必
要

と
す
る
母
子
ま
た
は
女
性
が
利
用
す

る
緊
急
一
時
保
護
施
設
の
入
所
相
談

も
行
っ
て
い
ま
す
︒
一
人
で
悩
ま
ず

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

母
子
福
祉
資
金
の
貸
付

母
子
家
庭
の
母
親
等
を
対
象
に
︑

経
済
的
に
自
立
し
て
安
定
し
た
生
活

を
送
る
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金
を

お
貸
し
し
ま
す
︵
要
審
査
︶
︒

﹇
資
金
の
種
類
﹈修
学
資
金
︑
転
宅
資

金
︑
生
活
資
金
な
ど

種
類
の
資
金

12

が
あ
り
︑
貸
付
限
度
額
・
据
置
期
間

・
償
還
期
限
が
資
金
に
よ
り
異
な
り

ま
す
︒
詳
細
は
母
子
自
立
支
援
員
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢人
都
内
に
�
か
月
以
上
お
住
ま
い

の
母
子
家
庭
の
母
親
等
で
︑

歳
未

20

満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る
方

▢問
﹇
深
川
地
区
の
方
﹈保
護
第
一
課

母
子
自
立
支
援
員

☎
(
�
�

�
)
�
�
�
�

﹇
城
東
地
区
の
方
﹈保
護
第
二
課
母
子

自
立
支
援
員☎

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

企
業
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
︑

企
業
活
力
を
増
進
す
る
た
め
︑
中
小

製
造
業
事
業
者
を
対
象
と
し
た
商
談

会
を
開
催
し
ま
す
︒
品
川
区
を
会
場

に
︑
江
東
区
・
港
区
・
目
黒
区
の


区
合
同
で
行
う
商
談
会
は

区
で
は

23

じ
め
て
の
試
み
で
す
︒

事
前
に
受
注
・
発
注
の
両
企
業
に
︑

そ
れ
ぞ
れ
得
意
分
野
や
希
望
品
目
な

ど
の
希
望
を
お
聞
き
し
︑
マ
ッ
チ
ン

グ
し
た
業
者
と
商
談
し
て
い
た
だ
き

ま
す
︒
過
去
�
回
の
商
談
会
の
場
で
︑

総
計
�
︑
�
�
�
万
円
を
超
え
る
取

引
が
成
立
し
て
い
ま
す
︒
参
加
に
つ

い
て
ご
興
味
を
お
持
ち
の
方
は
︑
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢時
�
月

日
︵
火
︶
午
後
�
時
半

27

～
�
時

▢場
品
川
区
立
総
合
区
民
会

館
き
ゅ
り
あ
ん
�
階
︵
品
川
区
東
大

井
�
︱

︱

�
︶
▢人
江
東
・
品
川
・

18

港
・
目
黒
区
内
の
中
小
製
造
業
事
業

者

▢費
無
料

▢締
�
月

日
︵
金
︶

21

▢申
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
専
用

フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
記
入
し
︑

メ
ー
ル
で
経
済
課
産
業
振
興
係
へ

☎
(
�
�

�
)
�
�
�
�

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
利
用
で

き
な
い
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

▢ｅ
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6
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2
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2
0
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o
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区
で
は
︑
地
域
産
業
の
振
興
と
発

展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
︑

江
東
区
の
中
小
企
業
団
体
の
登
録
を

行
い
︑
事
業
支
援
情
報
の
提
供
や
産

業
会
館
お
よ
び
商
工
情
報
セ
ン
タ
ー

利
用
の
優
遇
措
置
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

現
在
︑
登
録
済
み
団
体
の
更
新
書

類
の
受
付
中
で
す
︒

変
更
事
項
の
な
い
場
合
も
更
新
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
︑
改

め
て
書
類
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
︒

新
規
に
登
録
を
希
望
さ
れ
る
団
体

は
︑
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢締
�
月

日
︵
金
︶

28

▢問
経
済
課
産
業
振
興
係

☎
(
�
�

�
)
�
�
�
�

介
護
支
援
専
門
員
︵
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
︶
実
務
研
修
受
講
試
験
の
受
験

要
項
︵
願
書
︶
を
配
布
し
ま
す
︒
受

験
要
項
は
︑
高
齢
者
支
援
課
︵
区
役

所
�
階
3
番
︶
等
で
配
布
し
て
い
ま

す
︒

﹇
試
験
日
﹈

月

日
︵
日
︶

10

13

﹇
受
験
資
格
﹈①
～
③
の
保
健
・
医
療

・
福
祉
分
野
で
合
計
�
年
以
上
か
つ

3
�
�
日
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る

方①
国
家
資
格
等
に
基
づ
く
業
務
従
事

者
︵
医
師
︑
保
健
師
︑
看
護
師
︑

社
会
福
祉
士
︑
介
護
福
祉
士
等
︶

②
施
設
等
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て

い
る
相
談
援
助
業
務
の
従
事
者
等

③
介
護
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

で
︑
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格
取

得
者
・
介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了

者
等

※
介
護
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

で
︑
資
格
の
な
い
場
合
は
︑

年
以

10

上
か
つ
�
︑
�
�
�
日
以
上
の
実
務

経
験
が
あ
る
方

※
詳
細
は
受
験
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ

い
︒

﹇
受
験
要
項
配
布
場
所
﹈高
齢
者
支
援

課
︵
区
役
所
�
階
3
番
︶
︑
介
護
保

険
課
︵
区
役
所
�
階

番
︶
︑
長
寿

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
等
︑
保
健
所
︑

各
保
健
相
談
所
︑
各
出
張
所
︑
都
庁

�
・
�
階
受
付
︵
新
宿
区
西
新
宿
�

︱

�
︱

�
︶
︑
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ

～

階

12

14

※
受
験
要
項
︵
願
書
︶
を
郵
送
希
望

の
方
は
︑
平
成

年
度
受
験
要
項
希

25

望
と
記
載
の
う
え
︑
返
信
用
に
角
�

号
封
筒
︵
�
3
�
円
切
手
を
貼
り
︑

返
送
先
を
明
記
︶
を
同
封
し
︑
〒
162

︱

新
宿
区
神
楽
河
岸
�
︱

�
セ
ン

0823
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ

階
︵
公
財
︶
東
京

14

都
福
祉
保
健
財
団
人
材
養
成
部
介
護

人
材
養
成
室
ケ
ア
マ
ネ
試
験
担
当
へ

﹇
申
込
期
限
﹈
�
月

日
︵
水
︶
消
印

10

有
効
︵
所
定
の
封
筒
で
簡
易
書
留
郵

送
の
み
受
付
︶

▢問
︵
公
財
︶
東
京
都
福
祉
保
健
財

団
ケ
ア
マ
ネ
試
験
担
当

☎
(
�
�
�
�
)
�
3
�
�

高
齢
者
支
援
課
地
域
福
祉
係

☎
(
�
�

�
)
3

�
�


